
備考

「当該金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。」

有限会社アトリエタアク一級建築士事務所 15,740,000 決定

第１回 第２回 第３回
見 積 書 記 載 金 額 ( 円 )

見 積 業 者

契 約 保 証 金

指 名 理 由

当該業務は、文化庁から史跡の現状変更許可を受けて進めている鷹揚公園(史跡弘前城
跡）整備事業に係る工事の監理業務であり、これまでの経緯等を含め、文化庁の意向や整
備事業のコンセプトを正確に把握していることが必要であることから、現状変更許可を受け
た基礎資料となる平成25年度弘前城二の丸利活用施設基本設計業務及び平成２８年度弘
前城二の丸利活用施設実施設計業務の受託業者であること等を考慮し選定した。

無 入 札 保 証 金

随意契約見積執行書

業 務 名 称 平成２８年度　鷹揚公園（仮称）二の丸利活用施設新築工事監理業務

区分 特命（１者）随意契約

無
有

（契約金額の１／１０の額）

(税抜)

午後 法務契約課

予 定 価 格 ¥15,875,000

1時00分見 積 書 提 出 平成29年9月8日

最低制限価格

業務委託概要

業 種 発 注 担 当 課 公園緑地課

鷹揚公園（仮称）二の丸利活用施設新築工事（木造 平屋建て 述べ面積327.92㎡）の監理業務を行
う。

設 計 担 当 課 財産管理課建築関係建設コンサルタント


